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金
融
審
開
示
保
証
Ｗ
Ｇ
の
議
論
等
を
確
認

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
関
連
情
報

開
示
に
関
す
る
動
向
と
ポ
イ
ン
ト

Ⅸ

有
限
責
任 

あ
ず
さ
監
査
法
人

公
認
会
計
士

曽
根
　
由
香
里

【
こ
の
章
の
エ
ッ
セ
ン
ス
】

●
12
月
決
算
会
社
に
お
い
て
、当
期
か
ら

新
た
に
適
用
と
な
る
開
示
府
令
の
定
め

は
な
い
も
の
の
、金
融
庁
は
、２
０
２
５

年
3
月
期
以
降
の
事
業
年
度
に
係
る
有

価
証
券
報
告
書
の
作
成・
提
出
に
際
し

て
留
意
す
べ
き
事
項
お
よ
び
好
事
例
集

を
公
表
し
て
お
り
、実
務
上
、参
考
に
な

る
と
考
え
ら
れ
る
。

●
12
月
決
算
会
社
が
、サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ

基
準
委
員
会（
以
下
、「
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
」と
い

う
）か
ら
公
表
さ
れ
た
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ

テ
ィ
開
示
基
準
を
適
用
す
る
場
合
、金

融
庁
に
よ
る
制
度
化
の
タ
イ
ミ
ン
グ
や

定
め
の
内
容
に
よ
っ
て
適
用
方
法
が
異

な
っ
て
く
る
た
め
、留
意
さ
れ
た
い
。

は
じ
め
に

２
０
２
３
年
1
月
の「
企
業
内
容
等
の

開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
」等
の
改
正（
以

下
、「
改
正
開
示
府
令
等
」と
い
う
）に
よ

り
、
２
０
２
３
年
3
月
期
以
降
の
有
価
証

券
報
告
書
か
ら「
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
に

関
す
る
考
え
方
及
び
取
組
」の
開
示
が
求

め
ら
れ
て
お
り
、
12
月
決
算
会
社
に
お
い

て
は
２
０
２
５
年
12
月
期
で
3
年
目
と
な

る
。
本
章
で
は
、
有
価
証
券
報
告
書
に
お

い
て「
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
考

え
方
及
び
取
組
」の
開
示
を
行
う
12
月
決

算
会
社
が
、
ど
の
よ
う
な
点
を
留
意
す
る

こ
と
が
望
ま
れ
る
の
か
に
つ
い
て
、
金
融

庁
か
ら
公
表
さ
れ
て
い
る
レ
ビ
ュ
ー
審
査

結
果
や
好
事
例
集
な
ど
を
踏
ま
え
て
解
説

す
る
。

ま
た
、
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
か
ら
公
表
さ
れ
た
サ

ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
開
示
基
準
を
早
期
適
用

す
る
場
合
の
ポ
イ
ン
ト
や
、
サ
ス
テ
ナ
ビ

リ
テ
ィ
開
示
の
制
度
化
・
保
証
を
め
ぐ
る

議
論
の
状
況
に
つ
い
て
も
解
説
す
る
。

な
お
、
本
章
中
の
意
見
に
わ
た
る
部
分

は
筆
者
の
私
見
で
あ
る
こ
と
を
申
し
添
え

る
。改

正
開
示
府
令
等
に
お
け

る
留
意
事
項

⑴
　「
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
に
関
す
る

考
え
方
及
び
取
組
」に
つ
い
て
留

意
す
べ
き
事
項

金
融
庁
で
は
、
令
和
6
年
度
の
有
価
証

券
報
告
書
レ
ビ
ュ
ー
の
う
ち
重
点
テ
ー
マ

審
査
に
つ
い
て
は
、
前
年
度
に
引
き
続
き

「
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
考
え
方

及
び
取
組
」を
重
点
テ
ー
マ
と
し
て
審
査

を
実
施
し
、「
令
和
6
年
度 

有
価
証
券
報

告
書
レ
ビ
ュ
ー
の
審
査
結
果
及
び
審
査

結
果
を
踏
ま
え
た
留
意
す
べ
き
事
項
等
」

（
以
下
、「
レ
ビ
ュ
ー
審
査
結
果
」と
い
う
）

を
２
０
２
５
年
4
月
1
日
に
公
表
し
て
い

る
。レ

ビ
ュ
ー
審
査
結
果
の
内
容
は
図
表
1

の
と
お
り
で
あ
る
が
、
表
中
の（
注
）を
除

き
、
前
年
度
の
重
点
テ
ー
マ
審
査
で
識
別

さ
れ
た
課
題
が
、
引
き
続
き
識
別
さ
れ
て

い
る
状
況
で
あ
る
。
改
正
開
示
府
令
等
が

施
行
さ
れ
た
当
初
は
、
各
社
の
取
組
状
況

に
応
じ
て
柔
軟
に
開
示
を
行
い
、そ
の
後
、

投
資
家
と
の
対
話
を
踏
ま
え
、
自
社
の
サ

ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
取
組
み
の
進

展
と
と
も
に
開
示
を
充
実
さ
せ
て
い
く
こ

と
が
期
待
さ
れ
て
い
た
が
、
施
行
後
3
年

目
を
迎
え
、
令
和
7
年
度
の
有
価
証
券
報

告
書
レ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
も
本
開
示
は
重

点
テ
ー
マ
と
し
て
審
査
が
実
施
さ
れ
る
こ

と
を
踏
ま
え
る
と
、
図
表
1
に
挙
げ
た
内

容
に
つ
い
て
は
適
切
に
対
応
す
る
必
要
が

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。


